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青 森 県

ふるさと納税制度は、自らが生まれ育った地域や、関わりが深い地域を応援したいみなさまの想いにお応

えするもので、対象になる自治体に寄附をした場合に、現在お住まいの自治体の住民税（県民税・市町村

民税）から、寄附金額に応じて一定額を控除するものです。

　給与所得者等で確定申告を行う必要がない方について、寄附していただいた自治体が寄附者ご本人に代わって寄附金
控除を受けるための申請の手続きを行う制度です。
（この場合、確定申告が不要となり、所得税の控除相当額を含め、個人住民税からまとめて控除されることになります。）
　ただし、５団体を超える自治体に寄附をした方や、確定申告を行う方については、この特例は適用されません。
　特例の適用を希望される場合は、寄附申出書の「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の送付を希望します。」欄に
チェックをしてください。寄附金の入金後、本県から申請書を郵送させていただきますので、必要事項をご記入のうえ
本県にご提出ください。

例　東京都在住のＡさんが青森県に３万円寄附した場合

　対象になる自治体※に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額のおおむね2割
を上限として、税の軽減を受けることができます。

寄  附  者

青  森  県

②納入に関する
ご案内

お住まいの
市町村

⑥所得税の還付 ⑦税額控除③ご入金 ④寄附金受領証明書①お申込

① インターネットから、または寄附申出書を使ってお申込みください。　※お申込み先は裏面に記載
② ご入金方法等について県からお知らせいたします。
③ お申込みの際に指定した方法によりご入金ください。
④ 寄附金の入金確認後、県から寄附金受領証明書をお送りいたします。
　 寄附金受領証明書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
⑤ ⑥ ⑦ 最寄りの税務署で所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税・所得税が軽減されます。。

寄附した年の翌年度分
の個人住民税から控除

⑤確定申告

給与収入700万円・夫婦子2人（うち１人特定扶養）所得税の限界税率10％、住民税額 293,500円

ふるさと納税ワンストップ特例について

連絡

※ワンストップ特例を
　利用する場合は不要

寄附した年の
翌年の３月１５日まで

※青森県はふるさと納税の対象となる団体として総務大臣に指定されています。

ふるさと納税制度とは？

あおもりふるさと寄附金の手続き

寄附金　3万円

寄附控除対象　2万8千円

個人住民税の税額控除
2万5,200円
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2

3 個人住民税の基本控除額

適用下限額

＝2,000円

個人住民税の特例控除額

（寄附金控除の対象外）

所得税の所得控除
による税額軽減

＝2,800円
28,000×10%（※※）

＝2,800円
28,000×10%

（注）特例控除額は個人住民税所得割額の２割が限度です。

28,000×80%＝22,400円
90%－10%（所得税の限界税率）（※※）＝80%
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寄附金3万円のうち、2,000円を
引いた残りの2万,8000円が控除
対象となります。

所得税の寄附金控除（所得控除）で、
2万8,000円×10%（限界税率）
＝2,800円の税額が軽減されます。

個人住民税の寄附金控除（税額控
除）で、残りの2万5,200円の税
額が軽減されます。

　と　あわせて、2万8,000円の
税額が軽減されることになります。

（※）
（※※）

（※）限界税率とは、この方に適用される所得税の最高税率
　　　をいいます。年収により、5～45%となります。
（※※）平成25年から令和19年まで（個人住民税は平成26年度から令和20年度まで）の間は、所得税の限界税率に復興特別所得税率（2.1%）を乗じて得た率が加算
　　　　されます。（全体の控除額に変更はありません。）

税  務  署



あおもりふるさと寄附金の使いみち

多様なしごと創出プロジェクト

ウェブ商談会で海外のバイヤーに

商品をＰＲする県内事業者

※デジタルものづくり関連産業：自動運転や遠隔制御システムのように、ものづくり関連産業

　の製品、製造工程のデジタル化を支える情報通信関連産業。

買物支援

● 東日本大震災の風化防止や震災復興に資する取組等について、
　岩手県、宮城県及び福島県と連携して情報発信します。

● 被災地の自然・文化を活用した産業振興と交流人口の拡大を
　図るため、被災自治体が連携して三陸ジオパークの取組を推進
　します。

未来へつなぐ
「地域のゆりかご」プロジェクト

東日本大震災からの復旧・復興対策

２

４

６

青森県震災復興シンボルマーク

フードパックによる

「青天の霹靂」のサンプル提供

大学生の保護者向けリーフレット

「選ばれる青森」
食と観光成長プロジェクト１

「住みたいあおもり」
若者・女性プロジェクト

健康ライフ実現プロジェクト

３

５

　みなさまからお寄せいただいた寄附金は、次のような「青森県基本計画
『選ばれる青森』への挑戦」における重点的な取組（戦略プロジェクト）や、
東日本大震災からの復旧・復興対策等に活用します。
　お申込みの際に、応援したい使いみちをお選びください。

〈県民の健やか力向上〉県民の健康寿命の延伸につながる生活
習慣の定着と環境づくりに取り組みます。

〈「食」と「運動」で健康〉県民の食習慣の改善や、幅広い世代
における運動習慣の定着に取り組みます。

〈こころの健康〉こころの病に地域
全体で早期に適切な対応ができる
体制づくりを進めます。 

〈食の商品力を極める〉県産品のブランド力の向上・付加価値
の高い商品づくりに取り組みます。

〈食の販売力を極める〉冷凍食品の開発や新たな消費宣伝手法
による販路拡大に取り組みます。 

〈立体観光の推進〉航空路線の充実強化や周遊観光促進のため
の情報発信に取り組みます。

〈観光消費の拡大〉コロナ禍にお
ける観光マインドを把握し、滞在
型観光コンテンツを開発します。

〈高校生・大学生の県内定着促進〉各産業や県内企業の魅力に
ついて生徒・保護者・教員等に対して発信します。

〈女性の県内定着促進〉女性が働きやすい職場環境づくりや、
夫婦の対等なパートナーシップの形成を働きかけます。

〈移住・Uターン促進〉リモートワーカー等の移住促進や、ＵＩＪ
ターン希望者と県内企業とのマッチングに
取り組みます。

〈魅力ある生活環境づくり〉暮らしやすさの
向上や文化・芸術の情報発信に取り組みます。

〈結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり〉
保育人材の確保による保育環境の充実を図り
ます。

〈持続可能な地域づくり〉地域経営体による地域貢献活動の
促進や、行政サービスの利便性向上に向けたデジタル化に取り
組みます。

〈保健・医療・福祉体制の充実〉地域医療や介護・福祉を担う
人財を育成し、社会参加や相互支援の機運を醸成します。

〈交通ネットワーク形成・買物支援の推進〉地域公共交通ネット
ワークの構築や通院・買物等の移動を容易にするための体制を
整備します。 

〈多様な主体・人財の参画・協働〉
地域づくりを支える担い手の確保・
育成、多様な人財が活躍できる環境
づくりに取り組みます。 

〈魅力ある雇用の創出〉東北圏を市場とした食関連産業やデジ
タルものづくり関連産業※の本県への誘致・集積に取り組みます。 

〈多様な労働力確保〉各産業分野の担い手確保に向けた取組を
進めます。

〈生産性向上・働き方改革〉各産業
におけるデジタル化やＩＣＴ機器
を扱う人財の育成に取り組みます。

青森県総務部税務課 総務・企画グループ
TEL　017-734-9064（平日8:30～17:00）
FAX　017-734-8008
〒030-8570　青森県青森市長島1-1-1
furusatokifukin@pref.aomori.lg.jp

お問い合わせ・寄附申出書によるお申し込み

あおもりふるさと寄附金Q&A――よくあるご質問
寄附金の支払い方法はどのようなものがありますか？

県産品（お礼の品）はいつ届きますか？ 配達日の指定はできますか？

寄附受領証明書はいつ届きますか？

青森県内に住んでいますが、寄附した場合は控除の対象になりますか？県産品（お礼の品）はもらえますか？

年末に寄附をする場合の注意点は？

寄附申出書の場合、銀行振込、ゆうちょ銀行（郵便局）、納入通知書によるご入金が可能です。
クレジットカードやコンビニ等でのご入金をご希望の場合は、ふるさとチョイスからお申し込みください。

ご入金が確認できた月の翌月の発送となります。配達日の指定はできませんのでご了承ください。

支払方法により異なりますが、おおむねご入金が確認できてから1～2か月程度での発送となります。

寄附控除の申請をしていただくことで、控除上限額内であれば控除の対象となります。
なお、県産品のご送付は、県外にお住まいの方のみを対象にしております。

令和４年度住民税において寄附金控除の適用を受けることができる寄附金は、令和３年12月31日までに
青森県に納入されたものが対象となります。希望される方はお早めにお申し込みをお願いいたします。
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公益社団法人青森県物産振興協会
TEL　017-777-4616（平日8:30～17:30）

リーフレット掲載の県産品に関するお問い合わせ

インターネットからのお申し込み
クレジットカード、コンビニエンスストア、
各種オンライン決済によるご寄附の場合
は、「ふるさとチョイス」にてお申し込み
を受け付けております。

あおもりふるさと寄附金 検 索

この印刷物は2,500部作成し、印刷費用は１部当たり26円40銭です。（R3.8月　作成）

寄附をお申し出いただく前にお読みください

● お申込み時期や発送時期、数量に制限がある品物がございます。
● 色や柄が写真と異なる場合がございます。
● 県産品の内容量は時季により変動することがございます。
● 県産品のパッケージデザイン等は予告なく変更されることがございます。
● 万が一県産品が品切れ、販売中止の際は、同等の県産品に差し替えさせ
ていただく場合がございます。

● 県産品は委託業者等から直接お送りするため、ご寄附いただいた方の
ご住所・お名前・連絡先などの情報を委託業者等に提供させていただ
きますので、あらかじめご了承ください。

● 発送伝票には「あおもりふるさと寄附金」の表示が掲載されます。
● 県産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

寄附は青森県を応援いただくみなさまの善意に基づく自発的なものであり、寄附金募集をかたっての寄附の強要や
詐欺行為には十分ご注意ください。


